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地域住宅計画

平成 17 年度 ～ 22 年度

１．地域の住宅政策の経緯及び現況

２．課題

　当該地域は、三重県の南部に位置し、人口約２５，０００人、世帯数約８，４００世帯の地域である。
　鳥羽市は伊勢志摩国立公園の玄関口として、観光及び水産業を中心に発展してきたまちである。住宅地は既成市街地を中心に新たに整備
された住宅地と、昔からの農漁村集落の住宅地などのほか、４つの有人離島に集落が点在している。集落の大半が山間部に存在しているこ
とから、全体的に平地が少なく住宅地が密集している地域が多く存在する。
　平成１５年住宅・土地統計調査による住宅所有関係比率によると、持家率が７６％、公営借家７％、民営借家１３％、給与住宅４％と
なっている。前回調査より持家率が約２％上昇している。
　現在、民間住宅施策としては耐震化に向けて調査・改修支援、住情報の提供等を行っており、公的住宅施策としては、平成１６年度末現
在、公営住宅１２団地６０１戸、改良住宅１団地１６戸の住宅を管理し、老朽化した住宅の住戸改善、良質な賃貸住宅の供給として特公賃
住宅の供給等を行っている。

○現在、管理する公営住宅６０１戸のうち１４０戸が耐用年数を経過しており、１０年後には更に約１３０戸の公営住宅が耐用年数を経過
するため、良好なストックに更新していく必要がある。
○中層の公営住宅においては建設から約３０年を経過しているにも関わらず、今まで計画的な改善工事が行われていないため、潮風や風雨
により建物が錆びや水垢等で汚れ景観を損なっている。強い海風を伴う雨天時には、サッシ周縁部からの雨水の浸入が発生する。また、潮
風による建物の劣化が目立つことからも、セラミックやシリコンを配合した弾性仕上塗材による躯体保護機能向上を図り、水密性の高い
サッシへの交換と併せて景観改善を図る必要がある。
○当地域においても少子高齢化が進むなか公営住宅の設備対応が遅れている。また、入居者募集時においても中層住宅への希望が多くなっ
ていることから、新規建設によりバリアフリー化された良好な住宅を供給する必要がある。
○団地内の駐車場スペースが区画等の整備がされていないこともあり、無秩序な駐車による通行への支障が発生している。災害発生時の混
乱も予想されることから、駐車場として区画を整備し管理していく必要がある。
○公営住宅ストックの施設現況と市民及び入居者の公営住宅に対する意識を正確に把握し、計画的な公営住宅の建設及び改善工事を行うた
めに調査を実施する必要がある。
○昭和５６年(新耐震基準）以前の公営住宅が多く、耐震上不安があることから早急な耐震診断及び改修が必要である。
○公営住宅付属施設内にアスベスト(石綿)の使用が確認されたため、早急に除去し飛散による住民の健康被害を防ぐ必要がある。
○住宅用防災警報器の設置が義務付けられ、市条例で定められた平成２０年５月３１日までに既存公営住宅への対応が必要である。
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単　位 基準年度 目標年度

良好な公営住宅の供給戸数 戸 建設が予定されている団地の建設戸数 32 17 48 22

景観改善等のストック更新がされた公営住
宅の割合

戸
市内における公営住宅の改善工事された住
宅の戸数

0 17 160 22

駐車場が整備された公営住宅の割合 ％
市内における公営住宅のうち駐車場が整備
された住宅の割合

5.4 17 51 22

バリアフリー化された公営住宅の割合 ％
市内における公営住宅のバリアフリー化さ
れた住宅の割合

1.3 17 4.2 22

木造耐震診断実施戸数 戸
市内における昭和56年以前の木造住宅で
耐震診断実施戸数（公的支援のみ）

36 17 136 22

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

 ４．目標を定量化する指標等

『良好な住宅を供給することにより、より豊かな暮らしが実感できる地域づくりを実現する。』

『自らが住む地域へと関心が広がり、地域づくりにつながるような住宅及び環境の向上を実現する。』

『災害に強い安全で安心な住まいづくりを実現する。』

指　　標 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

＜事業の概要＞
・良好な住宅を供給するため、公営住宅等整備事業によりリバーサイド幸丘団地３号棟を整備し、真に住宅に困窮している住民の居住安定を図
ることとする。また、新設団地・既存団地共に少子高齢化に対応した施設改善等を行い、高齢者等の誰もが安心して暮らせるように、バリアフリー
化を図り、良好なストックに更新する。

・建設時より大規模な改善工事が行われていないことから、サッシ周縁部からの雨水の浸入、潮風や風雨による錆びや水垢での外観の汚れ等、
住宅の機能改善及び景観改善が必要になっているため、公営住宅ストック総合改善事業を活用し、水密性の高いアルミサッシへの交換及び外壁
の耐久性と防水機能の向上を図り住環境の向上と安全性の確保に努める。

・安楽島第１・第２団地の付属施設にアスベスト（石綿）の使用が確認されたため、早急に除去し飛散による健康被害の防止に努める。

＜事業の概要＞

・団地内の共有スペースのストック更新を行い、幼児から高齢者までが安全に生活できる住環境の向上を図る。
・団地内の空きスペースの有効活用のため、公園、駐車場等の整備事業等を行い公営住宅周辺の環境整備と入居者の利便性向上を図る。
・住宅に対する市民ニーズの把握や公営住宅既存ストックの現況調査等、「長期的な公営住宅の整備」に関する事業関連調査を行う。また、この
調査結果が地域づくりにも活かされるように、情報提供を行う。

目標①：良好な住宅を供給することにより、より豊かな暮らしが実感できる地域づくりを実現する。

目標②：自らが住む地域へ関心が広がり、地域づくりにつながるような住環境向上を実現する。

目標③：災害に強い安全で安心な住まいづくりを実現する。
＜事業の概要＞
・地震等の自然災害による住宅の倒壊等の危険性が高いとされる、耐用年数を経過した公営住宅空家及び老朽化住宅を解体し、住民の安全確
保と団地全体の景観改善を図る。跡地については建て替え用地として管理を行う。

・災害に対する住民の意識向上を目指して、民間木造住宅の耐震診断を促進する。

・地震時等における最低限の安全性を確保するため、個人が行う木造住宅耐震補強工事に対して補助を行う。

・住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、既存公営住宅への早急な対応を図り住宅火災への安全性の向上を図る。

・公営住宅の地震に対する安全性を確認するため、耐震診断を行なう。



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は千円）

基幹事業

交付期間内
事業費

16戸 471,300

公営住宅ストック総合改善事業 160戸 194,427

公的賃貸住宅アスベスト改修事業 鳥羽市 2棟 2,686

668,413

提案事業 0

交付期間内
事業費

公営住宅駐車場整備事業 48戸 20,000

公営住宅緑地整備事業 48戸 6,000
公営住宅整備関連事業調査 － 4,195

ー 76,991

365戸 3,663

公営住宅耐震診断事業 １棟 831

111,680

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

住宅・建築物耐震改修等事業(木造住宅耐震診断補助) 鳥羽市 150戸

改善推進事業（改良住宅ストック総合活用計画作成） 16戸

規模等事業 事業主体

鳥羽市公営住宅等整備事業

鳥羽市

鳥羽市

細項目

鳥羽市

事業（例） 事業主体

鳥羽市

鳥羽市

事業主体

合計

合計

公営住宅環境改善事業

事業

市営住宅防災事業

規模等

規模等

鳥羽市

鳥羽市

鳥羽市



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

該当なし

該当なし

該当なし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例の
対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）




